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◇大阪市暴力団排除条例 

１ 本市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、本市、市民及び事業

者の責務を明らかにすることにしました。 

２ 公共工事等及び不動産又は物品の売払い等からの暴力団の排除に関する措

置など、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにしました。 

公布された条例のあらまし
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３ この条例の施行期日は、市長が定めることにしました。 

（平成23年大阪市条例第10号 市民局市民部安全まちづくり課） 

◇大阪市職員定数条例の一部を改正する条例 

１ 本市の事務事業の再構築に伴い、職員の定数を変更することにしました。 

２ この条例は、平成23年4月1日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第11号 総務局人事部人事課） 

◇一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

１ 一般職の任期付職員の給料の月額の特例措置を講ずる期間を延長すること

にしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第12号 総務局人事部給与課） 

◇職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１ 行政職給料表３級等における 高の号給を切り下げることにしました。 

２ 号給の切下げに伴う号給の切替えに関し必要な事項を定めることにしまし

た。 

３ 超過勤務手当の算出方法を改めることにしました。 

４ 義務教育等教員特別手当の上限額を改定することにしました。 

５ その他必要な経過措置を講ずることにしました。 

６ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。ただし、一

部の規定は、平成24年４月１日及び平成25年４月１日から施行することにし

ました。 

（平成23年大阪市条例第13号 総務局人事部給与課） 

◇職員の給与に関する条例等の特例に関する条例の一部を改正する条例 

１ 職員の給料の月額の特例措置を改め、当該措置を講ずる期間を延長するこ

とにしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第14号 総務局人事部給与課） 

◇大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条

例の一部を改正する条例 

１ 市会議員の報酬月額の減額率を20％（現行５％）に変更するとともに、減

額する期間を平成25年３月31日（現行平成24年３月31日）まで延長すること

にしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第15号 市会事務局総務担当） 

◇ 交通局に所属する職員の退職手当の特例に関する条例 

１ 交通局に所属する職員の定年前早期退職に係る退職手当の基本額の算定方

法の特例措置を講じることにしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第16号 交通局職員部職員課） 
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◇非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

１ 非常勤の行政委員会委員の報酬額を月額から日額に改定することにしまし

た。 

２ その他必要な規定を整備することにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第17号 総務局人事部給与課） 

◇大阪市特別会計条例の一部を改正する条例 

１ 老人保健医療事業会計を廃止することにしました。 

２ 必要な経過装置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第18号 財政局財務部財務課） 

◇大阪市市税事務所条例の一部を改正する条例 

１ あべの市税事務所とあべの西南市税事務所を統合することにしました。 

２ この条例は、市長が定める日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第19号 財政局税務部管理課） 

◇大阪市立軽費老人ホーム条例の一部を改正する条例 

１ 日之出荘を廃止することにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第20号 健康福祉局高齢者施策部いきがい課） 

◇大阪市立塩楽荘条例を廃止する条例 

１ 塩楽荘を廃止することにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成24年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第21号 健康福祉局高齢者施策部いきがい課） 

◇大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 出産育児一時金の特例措置を恒久化することにしました。 

２ 平成23年度分の保険料に係る保険料率の特例措置を講じることにしまし

た。 

３ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

４ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第22号 健康福祉局生活福祉部保険年金課） 

◇大阪産業創造館条例の一部を改正する条例 

１ 大阪産業創造館の貸室の一部について用途を変更することにしました。 

２ 規則に規定していた貸室利用にかかる料金表を条例に規定することにしま

した。 

３ 付帯駐車場について指定管理者に管理代行させるため、供用時間、料金等

を条例に規定することにしました。 

４ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

５ この条例は、平成23 年４月１日から施行することにしました。 
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（平成23年大阪市条例第23号 経済局産業振興部企業支援課） 

◇大阪市立消毒所条例を廃止する条例 

１ 消毒所を廃止することにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第24号 大阪市保健所感染症対策課） 

◇大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条

例の一部を改正する条例 

１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、必要な規定の整備

を行うことにしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第25号 環境局事業部廃棄物規制課） 

◇大阪市立体育館条例の一部を改正する条例 

１ 住吉スポーツセンター第１体育場において入場料の類を徴収する場合の利

用料金の上限額を定めることにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第26号 ゆとりとみどり振興局スポーツ部生涯スポーツ

担当） 

◇大阪市建築基準法施行条例の一部を改正する条例 

１ 建築基準法に規定する台帳に記載した事項に関する証明書及び建築計画概

要書等の写しの交付に係る手数料並びに当該手数料に係る免除の基準を定め

ることにしました。 

２ この条例は、平成23年９月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第27号 計画調整局建築指導部建築企画課） 

◇大阪市港湾施設条例の一部を改正する条例 

１ サイロ施設を廃止することにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第28号 港湾局計画整備部海務担当） 

◇なにわの海の時空館条例の一部を改正する条例 

１ なにわの海の時空館の体験型映像展示を廃止することにしました。 

２ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第29号 港湾局総務部集客施設担当） 

大阪市立助産師養成施設条例の一部を改正する条例 

１ 助産師学院の授業料等を改定することにしました。 

２ 助産師学院の学生に対し修学資金を貸与することができることにしまし

た。 

３ 修学資金の貸与額や返還免除の要件など、修学資金の貸与に関し必要な事

項を定めることにしました。 
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４ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

５ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。ただし、一

部の規定は、平成24年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第30号 病院局総務部職員課） 

◇大阪市看護師等修学資金貸与条例を廃止する条例 

１ 看護師等の養成施設に在学する者に対する修学資金の貸与制度を廃止する

ことにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第31号 病院局総務部職員課） 

◇大阪市教職員住宅条例を廃止する条例 

１ 教職員住宅を廃止することにしました。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成23年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第32号 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担

当） 

◇大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例 

１ 天王寺商業高等学校、東商業高等学校及び市岡商業高等学校を統合し、大

阪ビジネスフロンティア高等学校を設置することにしました。 

２ この条例は、平成24年４月１日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市条例第33号 教育委員会事務局総務部学事課） 

 

 

 

 

 

 

◇大阪市震災支援対策室設置規則 

１ 震災支援対策室を設置することにしました。 

２ この規則は、公布の日から施行することにしました。 

（平成23年大阪市規則第11号 総務局行政部行政課） 

 

 

 

条      例 
 

 

 

 

公布された規則のあらまし
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大阪市暴力団排除条例を公布する。 

平成23年３月17日 

大阪市長  平 松 邦 夫 

大阪市条例第10号 

大阪市暴力団排除条例 

（目的） 

第１条 この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防

止し、及びこれらにより本市の事務若しくは事業、本市の区域における事業

活動又は市民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排

除に関し、基本理念を定め、本市、市民及び事業者の責務を明らかにすると

ともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体

で暴力団の排除を推進し、もって市民生活の安全と平穏を確保するとともに、

社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとし

て市規則で定める者をいう。 

(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部

分をいう。 

(5) 公共工事等 建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１

項に規定する建設工事をいう。）の請負、役務の提供又は物品の供給その

他の調達のうち本市が発注するもの 

(6) 売払い等 売買契約その他の契約に基づいて行われる本市の不動産又は

物品の売払い又は貸付け 

（基本理念） 

第３条 暴力団の排除は、暴力団が本市の区域における事業活動及び市民の生

活に不当な影響を与える存在であることにかんがみ、暴力団を恐れないこと、

暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本に

するとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、本市、市民及び

事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなけれ

ばならない。 

（本市の責務） 

第４条 本市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっ

とり、大阪府、他の市町村、法第32条の２第１項の規定により大阪府公安委

員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他

の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、市民及び事業者と連
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携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施す

るものとする。 

２ 本市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、大阪府

に対し、当該情報を提供するものとする。 

（市民及び事業者の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団

の排除に取り組むとともに、本市が実施する暴力団の排除に関する施策に協

力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係

を持たないよう努めるとともに、本市が実施する暴力団の排除に関する施策

に協力するものとする。 

３ 市民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認めら

れる情報を本市又は警察に対し積極的に提供するよう努めるものとする。 

（市民及び事業者に対する支援等） 

第６条 本市は、市民及び事業者が暴力団事務所が運営されないようにするた

めの活動その他の暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的

に取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、情報の提供その他の

必要な支援を行うものとする。 

２ 本市は、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性についての理解を深める

とともに、暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り

組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成する広報及び啓発を行う

ものとする。 

（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除） 

第７条 本市は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等及び売払い等の

契約の相手方（以下「契約相手方」という。）及び次に掲げる者（以下「下

請負人等」という。）となることを許してはならないものとする。 

(1) 下請負人（公共工事等に係るすべての請負人又は受託者（契約相手方を

除く。）をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以

下同じ。） 

(2) 契約相手方又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約

その他の契約を締結する者（下請負人に該当する者を除く。） 

（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置） 

第８条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共

工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこ

と 

(2) 入札の参加者の資格を有する者（以下「有資格者」という。）が暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者

を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと 

(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合
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には、必要に応じ、その旨を公表すること 

(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下

げ、かつ、当該登録を取り下げた日から１年を経過しない者であって、暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に

掲げる措置に準ずる措置 

(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手

方としないこと 

(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者

に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を

解除すること 

(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると

認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解

除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した

場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること 

(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排

除を図るために必要な措置 

２ 市長は、前項各号（第３号を除く。）に掲げる措置を講ずるために必要が

あると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力

団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等

を求めることができる。 

３ 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該

当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 

（公共工事等及び売払い等に関する不当介入に係る報告等） 

第９条 何人も、公共工事等及び売払い等において、暴力団を利することとな

るような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下

「不当介入」という。）をしてはならない。 

２ 契約相手方及び下請負人等は、公共工事等及び売払い等に係る契約の履行

に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、

速やかに本市に報告しなければならない。 

（本市の事務及び事業からの暴力団の排除） 

第10条 本市は、前３条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によっ

て暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者につ

いて必要な措置を講ずること等により、本市の事務及び事業からの暴力団の

排除を図るものとする。 

（青少年に対する指導等のための措置） 

第11条 本市は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せ

ず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、家庭、

学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、

情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

２ 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、
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暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年

に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（勧告及び公表） 

第12条 市長は、正当な理由がなく第９条第２項の規定による報告をしなかっ

たと認められるときは、市規則で定めるところにより、当該報告をしなかっ

た者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。 

２ 市長は、前項の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧

告に従わなかったときは、その旨、勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏

名又は名称その他市規則で定める事項を公表することができる。 

３ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公

表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。 

（個人情報の収集及び提供） 

第13条 大阪市個人情報保護条例（平成７年大阪市条例第11号）第２条第１号

に規定する実施機関（本市が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人

法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をい

う。）を除く。以下「実施機関」という。）は、この条例に基づき暴力団の

排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報（同条第

２号に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を収集するものとする。 

２ 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認

めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個

人情報を大阪府警察本部長に提供するものとする。 

（施行の細目） 

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

（平23.３.17掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成23年３月17日 

大阪市長  平 松 邦 夫 

大阪市条例第11号 

大阪市職員定数条例の一部を改正する条例 

大阪市職員定数条例（昭和27年大阪市条例第45号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第１項第１号中「20,100人」を「19,600人」に改め、同項第２号中

「7,000人」を「6,900人」に改め、同項第３号中「1,940人」を「1,860人」に

改め、同項第５号中「520人」を「490人」に改め、同項第６号中「4,250人」

を「4,100人」に改める。 



 

 

12 

毎週金曜日発行 平成23年４月１日 大 阪 市 公 報 第 5521 号 

附 則 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（平23.３.17掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例に関する条例

の一部を改正する条例を公布する。 

平成23年３月17日 

大阪市長  平 松 邦 夫 

大阪市条例第12号 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の特例に関する条例

（平成22年大阪市条例第13号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「平成22年４月から平成23年3月まで」を「平成23年４月から平成

24年３月まで」に改める。 

附 則 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（平23.３.17掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成23年３月17日 

大阪市長  平 松 邦 夫 

大阪市条例第13号 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和31年大阪市条例第29号）の一部を次の

ように改正する。 

第14条の４第２項中「11,700円」を「8,000円」に改める。 

第15条第３項中「（第１項第２号に掲げる勤務のうち市規則で定めるもの

を除く。）」を削る。 

別表第１を次のように改める。 
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別表第３中イ及びウを次のように改める。 
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別表第４を次のように改める。 
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第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 


